金沢市都市の低炭素化の促進に関する法律に関する要綱
（令和７年３月24日決裁）
（趣旨）

第１条　この要綱は、都市の低炭素化の促進に関する法律（平成24年法律第84号。以下「法」という。）の施行に関し、法、都市の低炭素化の促進に関する法律施行令（平成24年政令第286号。以下「令」という。）及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則（平成24年国土交通省令第86号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、認定等に必要な事項を定めるものとする。
２　用語の定義は、法、令、規則、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律第81号）、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に関する法律（昭和54年法律第49号）及び建築物のエネルギーの消費性能の向上等に関する法律（平成27年法律第53号）によるものとする。
（市長が定める図書）

第２条　規則第41条第１項の規定に基づき市長が定める図書は、次のとおりとする。
(1) 登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関若しくは登録建築物エネルギー消費性能判定機関（以下「審査機関」という。）の低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査を受けた場合にあっては、当該審査機関が交付する適合証
(2) 登録住宅性能評価機関の住宅性能評価を受け、設計住宅性能評価書（日本住宅性能表示基準別表１の断熱等性能等級５、６又は７及び一次エネルギー消費量等級６に適合していること）が交付された場合にあっては、当該設計住宅性能評価書の写し
(3) 「都市の緑地への保全の配慮」（基本的方針）に関して、それに適合することを確認するために必要な図書
(4) その他市長が必要と認める図書

（審査機関による技術的審査を活用する範囲）

第３条　法第54条第１項の規定に基づく認定基準のうち、審査機関による技術的審査を活用する範囲については、次のとおりとする。
(1) 低炭素化に資する措置等（法第54条第１項第１号関係）
(2) 基本方針との照合（法第54条第１項第２号関係）

(3) 資金計画（法第54条第１項第３号関係）
２　技術的審査を受けた場合の添付図面については、審査機関による押印等がなされていることとする。
（認定の申請）

第４条　計画の認定申請者は、認定申請者（規則別記様式第５）の正本及び副本（認定申請前に、審査機関の技術的審査の適合証を受けない場合は正本及び副本２部）に、それぞれ次の各号に掲げる添付書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 規則第41条の表に掲げる図書
(2) 第２条第１項に定める図書

(3) 設計内容説明書（別記様式第１号）
２　法第54条第２項に基づき、計画の認定の申請と併せて建築基準法（昭和25年法律第210号）第６条第１項に規定する建築基準関係規定の適合審査（以下「建築基準適合審査」という。）を申し出る場合は、同項の規定による建築の申請書（以下「建築確認申請書」という。）の正本及び副本（構造計算適合性判定をする建築物の場合は、正本及び副本２部）を、前項の規定による認定申請に併せ、提出するものとする。
（申請の受理）

第５条　市長は、認定申請の図書に不足がある場合は、申請を受理しないものとする。
２　認定に併せて建築基準適合審査の申出を伴う場合は、市長は、建築確認申請書について受理時審査を行うものとし、建築基準適合審査に必要な図書に不足がある場合は、申請を受理しないものとする。
（認定の審査）

第６条　市長は、計画の認定の申請（法第55条第２項において準用する場合を含む。）の内容について疑義がある場合は、必要に応じて申請者等（技術的審査の適合証が添付されている場合は当該適合証を交付した審査機関を含む。）に説明を求め、誤りがある場合は訂正を求めるものとする。
２　市長は、計画の認定の申請内容について、申請図書の不備又は明らかな虚偽が認められた場合は、申請者に認定しない旨とその理由を、認定しない旨の通知書（別記様式第２号）により通知するものとする。
（軽微な変更）

第７条　認定建築主が、軽微な変更をしようとするときは、軽微な変更届（別記様式第３号）２部に、それぞれ変更部分を示す図書を添えて、市長に提出するものとする。
（誤記訂正）

第７条の２　認定建築主は、認定申請書等の記載欄のうちの軽微な誤記があることを認め、その申し出をするときは、誤記訂正届（別記様式第３号の２）２部を市長に提出するものとする。
（計画の変更認定の申請）

第８条　計画の変更認定の申請者は、変更認定申請書（規則別記様式７）の正本及び副本（変更認定申請前に審査機関の技術的審査の適合証を受けない場合は、正本及び副本２部）に、それぞれ第４条第１項に定める変更部分を示す図書を添えて、市長に提出するものとする。
２　変更認定申請と併せて建築基準適合審査を申し出る場合は、建築確認申請書の正本及び副本（構造計算適合性判定をする建築物の場合は、正本及び副本２部）を、前項の規定による変更認定申請に併せ、提出するものとする。
３　認定低炭素建築物新築等計画を増築、改築、修繕若しくは模様替又は空気調和設備若しくは改修を行う場合において、竣工後であっても軽微な変更を除き変更認定申請を行うこととする。
（認定申請の取下げ）

第９条　申請者が、当該申請を取り下げようとするときは、取下届（別記様式第４号）２部を、市長に提出するものとする。
（認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素建築物の新築等の取りやめ）

第10条　認定建築主は、認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素建築物の新築等を取りやめようとするときは、認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素建築物の新築等を取りやめる旨の申出書（別記様式第５号）２部に、認定通知書（規則別記様式第６）（計画変更認定を受けた者にあっては変更認定通知書（規則別記様式第８））を添えて市長に提出するものとする。
（新築等工事の完了報告）

第11条　法第56条及び「都市の低炭素化の促進に関する法律に関する基本的な方針」（平成24年国土交通省告示第118号）の規定に基づき、認定建築主は、認定低炭素建築物等計画に基づく低炭素建築物の新築等の工事が完了したときは、速やかに認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素建築物の新築等が完了した旨の報告書（別記様式第６号）に、必要に応じ、次の各号に掲げる図書を添えて、市長に報告するものとする。
(1) 建築基準法第７条第５項の検査済証の写し又は同法第７条の２第５項の検査済証の写し（同法の確認申請を行った場合に限る。）
(2) その他市長が必要と認める図書
（認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素建築物の新築等に関する報告）

第12条　法第56条の規定による報告（前条による報告を除く。）を求められた認定建築主は、認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素建築物の新築等に関する報告書（別記様式第７号）に必要な図書を添えて市長に報告するものとする。
２　認定建築主は認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素建築物を譲受人に譲渡した場合、当該低炭素建築物名義を変更した旨を前項の規定に基づき、市長に報告するものとする。
（認定建築主に対する改善命令）

第13条　法第57条の規定による認定建築主に対する命令は、改善命令書（別記様式第８号）によるものとする。
（認定の取消し）

第14条　法第58条の規定による計画の認定を取り消した旨の通知は、認定取消通知書（別記様式第９号）により通知するものとする。
（認定等の証明）

第15条　認定建築主は、当該認定通知書（法第55条に規定する計画認定を受けたものにあっては、変更認定通知書）を紛失等したときは、当該認定（法第55条に規定する計画認定を受けたものにあっては、変更認定）の証明を市長に申請することができる。
２　認定建築主は、前項に規定する認定等の証明を申請するときは、低炭素建築物（台帳記載事項）証明願（別記様式第10号）に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 身分証明（本人確認）のできる公的機関の発行した証明書の写し
(2) その他市長が必要と認める図書

３　市長は、第１項に規定する申請があったときは、台帳の記載事項のうち証明を求められた内容について相違ないことが確認できたものについて、認定建築主に低炭素建築物（台帳記載事項）証明書（別記様式第11号）を交付するものとする。
様式第１号（第４条関係）
その１
設計内容説明書
※本様式と同等の内容を記載したものをもって、これに代えることができます。
①住戸用
	住戸番号
	

	建築物の名称
	

	建築物の所在地
	

	設計者氏名
	

	審査員氏名
	


(注意) ※印のある欄は、記入しないでください。
	認定事項
	確認
項目
	設計内容説明欄
	設計内容確認欄(※)

	
	
	項目
	設計内容
	記載図書
	

	１.躯体の外皮性能等
	外皮性能 等に係る 基本事項
	地域区分
	□
１地域
□ ２地域
□ ３地域
□
４地域
□ ５地域
□ ６地域
□
７地域
□ ８地域
	□計算書
□仕上表
□建具表
□矩計図
□
	

	
	
	住宅の構造
	□ 木造住宅 ( □ 軸組工法
□ 枠組工法 )
□ 鉄骨造住宅
□ 鉄筋コンクリート造(組石造含む。)住宅
□ その他
	
	

	
	平均熱貫 流率
	平均熱貫流率の計算値
(
)【W/㎡K】
	
	

	
	平均日射
熱取得率
	冷房期の日射取得係数の計算値 (
)【－】
	
	

	
	気密性の 確保
	
	□ 気密性の確保
	
	

	
	防露性能 の確保
	
	□ 表面結露の防止
□ 内部結露の防止
	
	

	
	暖房機器 等による 室内空気 汚染の防 止
	
	□ 燃焼系の暖房機器設置
□ 室内空気汚染の防止措置
	
	

	
	
	
	□ 燃焼系の給湯機器設置
□ 室内空気汚染の防止措置
	
	

	
	防暑のた めの通気 経路の確 保
	
	□ 夏期の防暑上通風が有効である地域
□ 通風経路の確保
	
	

	２.一次エネルギー消費量
	基本事項
	居室及び非居室の面積の入力方法
	□ 床面積 (
) ㎡
□ 床面積の合計から類推
□ 主居室の面積とその他の居室の面積を入力
(
)㎡ (
)㎡
	□面積表
	

	
	日射熱
	冬季における蓄熱を利用し たパッシブ手法の採用
	□ (
)
	□仕上表
□建具表
□矩計図
□
	

	
	暖房設備
	暖房方式の選択
	□ (
)
	□仕上表
□建具表
□矩計図
□
	

	
	自然風
	自然風の検討方法
	□ (
)
	□仕上表
□建具表
□矩計図
□
	


	認定事項
	確認
項目
	設計内容説明欄
	設計内容確認欄(※)

	
	
	項目
	設計内容
	記載図書
	

	
	遮蔽
	平均日射取得係数
	平均日射取得係数の計算値 (
)【－】
	□仕上表
□建具表
□矩計図
□
	

	
	冷房設備
	運転方法
	□ (
)
	□仕上表
□建具表
□矩計図
□
	

	
	換気
	換気設備方式
	□ (
)
	□仕上表
□建具表
□矩計図
□
	

	
	熱交換
	熱交換型換気設備
	□ (
)
	□仕上表
□建具表
□矩計図
□
	

	
	太陽給湯
	太陽熱給湯装置
	□ (
)
	□仕上表
□建具表
□矩計図
□
	

	
	給湯
	給湯熱源機
	□ (
)
	□仕上表
□建具表
□矩計図
□
	

	
	
	配管について
	□ (
)
	
	

	
	
	水栓について
	□ (
)
	
	

	
	
	水栓について
	□ (
)
	
	

	
	CG
	コージェネレーションの 種類について
	□ (
)
	□仕上表
□建具表
□矩計図
□
	

	
	照明
	
	□ (
)
	□仕上表
□建具表
□矩計図
□
	

	
	発電
	太陽光発電の採用について
	□ (
)
	□仕上表
□建具表
□矩計図
□
	


	認定事項
	確認
項目
	設計内容説明欄
	設計内容 確認欄(※)

	
	
	項目
	設計内容
	記載図書
	

	３.その他の措置
	
	節水に関する 取組
	· 節水トイレの設置
· 節水水洗の設置
· 食器用洗浄機の設置
	□仕上表
□平面図
□
	

	
	
	雨水等の利 用のための措 置
	· 雨水利用
· 井水利用
· 雑排水利用
	
	

	
	
	エネルギーマ ネジメントに 関する取組
	□ ＨＥＭＳの採用
	
	

	
	
	再生可能エネ ルギー利用設 備及びそれと 連携した定置 型蓄電池の 設置
	□ 再生可能エネルギー及び蓄電池
	
	

	
	
	ヒートアイランド対策
	敷地緑化等
□ 敷地又は水面の面積が敷地面積の10％以上
	
	

	
	
	
	敷地の高反射性塗装
□ 日射反射率の高い塗装の面積が敷地面積の10％以上
	
	

	
	
	
	屋上緑化等
□ 緑化を行う又は日射反射率等の高い屋根剤を使用す
る面積が屋根面積の２０％以上
	
	

	
	
	
	壁面緑化等
□ 壁面緑化を行う又は面積が外壁面積の10％以上
	
	

	
	
	
	□ 緑化等面積率＋日射反射面積率＋屋根緑化等面積 率×1/2＋壁面緑化面積率≧10％
	
	

	
	
	劣化対策
	劣化対策
□ 劣化対策等級３以上
	
	

	
	
	木造住宅・建 築物
	木材の利用
· 木造住宅
· 木造建築物
	
	

	
	
	高炉セメント 等の利用
	高炉セメント又はフライアッシュセメントを主要構造部に使用している
· 高炉セメント使用の有無
· フライアッシュセメント
	
	

	
	
	総合的な環 境性能評価
	□ ＣＡＳＢＥＥ等
	□評価認 定書等
	

	４.基本的方針
	
	
	□基本的方針に照らし合わせて適切である
	□
	

	５.資金計画
	
	
	□建築に要する費用の設定
	□申請書
	


その２
設計内容説明書
※本様式と同等の内容を記載したものをもって、これに代えることができます。
②共同住宅共用
	建築物の名称
	

	建築物の所在地
	

	設計者氏名
	

	審査員氏名
	


(注意) ※印のある欄は、記入しないでください。
	認定事項
	確認
項目
	設計内容説明欄
	設計内容確認欄(※)

	
	
	項目
	設計内容
	記載図書
	

	１.躯体の外皮性能 等
	外皮性能等に係る基本事項
	地域区分
	□ １地域
 □ ２地域
 □ ３地域
□ ４地域 
□ ５地域 
□ ６地域
□ ７地域
 □ ８地域
	□計算書
□仕上表
□建具表
□矩計図
□
	

	
	
	住宅の構造
	□ 木造住宅 ( □ 軸組工法 □ 枠組工法 )
□ 鉄骨造住宅
□ 鉄筋コンクリート造(組石造含む。)住宅
□ その他
	
	

	２.一次エ ネルギー 消費量
	空調
	空調ゾーン
	
	□様式2-1
	

	
	
	外壁構成
	
	□様式2-2
	

	
	
	窓仕様
	
	□様式2-3
	

	
	
	外皮仕様
	
	□様式2-4
	

	
	
	熱源入力
	
	□様式2-5
	

	
	
	二次ポンプ
	
	□様式2-6
	

	
	
	空調機
	
	□様式2-7
	

	
	換気
	換気対象室
	
	□様式3-1
	

	
	
	給排気送風機
	
	□様式3-2
	

	
	
	換気代替空機
	
	□様式3-3
	

	
	給湯
	給湯対象室
	
	□様式4-1
	

	
	
	給湯機器
	
	□様式4-2
	

	
	照明
	照明
	
	□様式5
	

	
	太陽光発電
	
	
	□様式
	

	３.その他の措置
	
	節水に関する 取組
	□ 節水トイレの設置
□ 節水水洗の設置
□ 食器用洗浄機の設置
	□仕上表
□平面図
□
	

	
	
	雨水等の利用のための措置
	□ 雨水利用
□ 井水利用
□ 雑排水利用
	
	

	
	
	エネルギーマ ネジメントに 関する取組
	□ ＨＥＭＳの採用
	
	

	
	
	再生可能エネ ルギー利用設 備及びそれと 連携した定置 型蓄電池の設置
	□ 再生可能エネルギー及び蓄電池
	
	

	
	
	ヒートアイランド対策
	敷地緑化等
□ 敷地又は水面の面積が敷地面積の10％以上
	
	

	
	
	
	敷地の高反射性塗装
□ 日射反射率の高い塗装の面積が敷地面積の10％以上
1
	
	

	認定事項
	確認
項目
	設計内容説明欄
	設計内容確認欄(※)

	
	
	項目
	設計内容
	記載図書
	

	
	
	
	屋上緑化等
□ 緑化を行う又は日射反射率等の高い屋根剤を使用す
る面積が屋根面積の２０％以上
	
	

	
	
	
	壁面緑化等
□ 壁面緑化を行う又は面積が外壁面積の１０％以上
	
	

	
	
	
	□ 緑化等面積率＋日射反射面積率＋屋根緑化等面積 率×1/2＋壁面緑化面積率≧10％
	
	

	
	
	劣化対策
	劣化対策
□ 劣化対策等級３以上
	
	

	
	
	木造住宅・建築物
	木材の利用
□木造住宅
□木造建築物
	
	

	
	
	高炉セメント等の利用
	高炉セメント又はフライアッシュセメントを主要構造部に使 用している
□高炉セメント使用の有無
□フライアッシュセメント
	
	

	
	
	総合的な環 境性能評価
	□ ＣＡＳＢＥＥ等
	□評価認 定書等
	

	４.基本的方針
	
	
	□基本的方針に照らし合わせて適切である
	□
	

	５.資金計画
	
	
	□建築に要する費用の設定
	□申請書
	


その３
設計内容説明書
※本様式と同等の内容を記載したものをもって、これに代えることができます。
③非住宅用
	建築物の名称
	

	建築物の所在地
	

	設計者氏名
	

	審査員氏名
	


(注意) ※印のある欄は、記入しないでください。
	認定事項
	確認
項目
	設計内容説明欄
	設計内容確認欄(※)

	
	
	項目
	設計内容
	記載図書
	

	１.躯体の 外皮性能 等
	外皮性能 等に係る 基本事項
	地域区分(Ｐ ＡＬ用)
	□
Ａ地域
□ Ｂ地域
□ Ｃ地域
□
Ｄ地域
□ Ｅ地域
□ Ｆ地域
□
Ｇ地域
□ Ｈ地域
□ Ｉ地域
□
Ｊ地域
□ Ｋ地域
□ Ｌ地域
	□ＰＡＬ計算書
□概要書
	

	
	
	建物用途(Ｐ ＡＬ用)
	□
ホテル等
□ 病院等
□ 物品店舗等
□
事務所等
□ 学校等
□ 飲食店等
□
集会所等
□ 工場等
	
	

	
	
	年間熱負荷係数
	(
)ＭＪ/(㎡・年)
	
	

	２.１次エ ネルギー 消費量
	共通条件
	地域区分
	□
１地域
□ ２地域
□ ３地域
□
４地域
□ ５地域
□ ６地域
□
７地域
□ ８地域
	□様式０
□概要書
□用途分
類図
□面積表
□平面図
□断面図
□
	

	
	
	建築物の構 造
	□ 木造 ( □ 軸組工法　□ 枠組工法 )
□ 鉄骨造
□ 鉄筋コンクリート造(組石造含む。)
□ その他
	
	

	
	
	階数
	・地上( )階、地下( )階
	
	

	
	
	面積
	・敷地面積
(
)㎡
・建築面積
(
)㎡
・延べ面積
(
)㎡
	
	

	
	空調
	空調ゾーン
	
	□様式2-1
	

	
	
	外壁構成
	
	□様式2-2
	

	
	
	窓仕様
	
	□様式2-3
	

	
	
	外皮仕様
	
	□様式2-4
	

	
	
	熱源入力
	
	□様式2-5
	

	
	
	二次ポンプ
	
	□様式2-6
	

	
	
	空調機
	
	□様式2-7
	

	
	換気
	換気対象室
	
	□様式3-1
	

	
	
	給排気送風機
	
	□様式3-2
	

	
	
	換気代替空調機
	
	□様式3-3
	

	
	給湯
	給湯対象室
	
	□様式4-1
	

	
	
	給湯機器
	
	□様式4-2
	

	
	照明
	照明
	
	□様式5
	

	
	昇降機
	昇降機
	
	□様式6
	

	
	エネルギー利用効率化 設備
	太陽光発電等
	
	□様式
	

	３.その他 の措置
	
	節水に関する取組
	□ 節水トイレの設置
□ 節水水洗の設置
□ 食器用洗浄機の設置
	□仕上表
□平面図
□
	

	
	
	雨水等の利 用のための措置
	□ 雨水利用
□ 井水利用
□ 雑排水利用 1
	
	

	認定事項
	確認
項目
	設計内容説明欄
	設計内容確認欄(※)

	
	
	項目
	設計内容
	記載図書
	

	
	
	エネルギーマネジメントに関する取組
	□ ＨＥＭＳの採用
	
	

	
	
	再生可能エネ ルギー利用設 備及びそれと 連携した定置型蓄電池の設置
	□ 再生可能エネルギー及び蓄電池
	
	

	
	
	ヒートアイランド対策
	敷地緑化等
□ 敷地又は水面の面積が敷地面積の１０％以上
	
	

	
	
	
	敷地の高反射性塗装
□ 日射反射率の高い塗装の面積が敷地面積の
10％以上
	
	

	
	
	
	屋上緑化等
□ 緑化を行う又は日射反射率等の高い屋根剤を使用する面積が屋根面積の20％以上
	
	

	
	
	
	壁面緑化等
□ 壁面緑化を行う又は面積が外壁面積の１０％以上
	
	

	
	
	
	□ 緑化等面積率＋日射反射面積率＋屋根緑化等面積率×1/2＋壁面緑化面積率≧10％
	
	

	
	
	劣化対策
	劣化対策
□ 劣化対策等級３以上
	
	

	
	
	木造住宅・建 築物
	木材の利用
□ 木造住宅
□ 木造建築物
	
	

	
	
	高炉セメント 等の利用
	高炉セメント又はフライアッシュセメントを主要構造部に使用している
□ 高炉セメント使用の有無
□ フライアッシュセメント
	
	

	
	
	総合的な環境性能評価
	□ ＣＡＳＢＥＥ等
	□評価認 定書等
	

	４.基本的方針
	
	
	□基本的方針に照らし合わせて適切である
	□
	

	５.資金計画
	
	
	□建築に要する費用の設定
	□申請書
	


様式第２号（第６条関係）
認定しない旨の通知書
第　　　　　　号　
年　　 月　　 日　
金沢市長　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
下記の申請については、下記の理由により都市の低炭素化の促進に関する法律第54
条第１項の規定による認定をしないこととしたので通知します。
記
１ 申請年月日

年　 月　 日
２ 申請者の住所
３ 申請に係る建築物の位置
４ 理由
なお、この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して３か
月以内に金沢市長に対して異議申立てをすることができます。
また、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内(適法な異
議申立てをした場合には、その異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌
日から起算して６か月以内)に金沢市を被告として(訴訟において金沢市を代表する者
は金沢市長　　　 となります。)、処分の取消しの訴えを提起することもできます。
様式第３号（第７条関係）
軽微な変更届
（宛先）金沢市長 
届出者の住所又は　　　　　　　　
主たる事務所の所在地　　　　　　　　
届出者の氏名又は名称　　　　　　　　
都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第44条に規定する軽微な変更につい
て、下記のとおり届け出ます。
１ 低炭素建築物新築等計画の認定番号
第　　　　　　　　　
号
２ 低炭素建築物新築等計画の認定年月日
　年　 月 　日
３ 認定に係る建築物の位置
４ 軽微な変更の内容
(本欄には記入しないでください。)
	受付欄
	認定番号欄
	決裁欄

	年 　月　 日
	年　 月　 日
	

	第
号
	第
号
	

	係員氏名
	係員氏名
	


(注意)
１ 届出者が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。
様式第３号の２（第７条の２関係）
誤記訂正届
（宛先）金沢市長 
届出者の住所又は　　　　　　　　
主たる事務所の所在地　　　　　　　　
届出者の氏名又は名称　　　　　　　　
金沢市都市の低炭素化の促進に関する法律に関する要綱第７条の２に規定する誤記
訂正について、下記のとおり届け出ます。
１ 低炭素建築物新築等計画の認定番号
第　　　　　　　　　号
２ 低炭素建築物新築等計画の認定年月日
　　年　 月　 日
３ 認定に係る建築物の位置
４ 訂正の内容
(本欄には記入しないでください。)
	受付欄
	認定番号欄
	決裁欄

	年　　 月　　 日
	年 　　月 　　日
	

	第
号
	第
号
	

	係員氏名
	係員氏名
	


(注意)
１ 届出者が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。
様式第４号（第９条関係）
取下届
（宛先）金沢市長 
届出者の住所又は　　　　　　　　
主たる事務所の所在地　　　　　　　　
届出者の氏名又は名称　　　　　　　　
　　　　　　　
都市の低炭素化の促進に関する法律第53条又は第55条の規定に基づく、認定低炭
素建築物新築等計画についての認定(変更認定)申請を取りやめたいので、申し出ます。
１ 低炭素建築物新築等計画の認定番号
第　　　　　　　　号
２ 低炭素建築物新築等計画の認定年月日
年　　月　　 日
３ 認定に係る建築物の位置
４ 取下げ理由
(本欄には記入しないでください。)
	受付欄
	認定番号欄
	決裁欄

	年　　年　　月　 日
	年　　年　　月　　日
	

	第
　第　　　　号
	第
　第　　　　号
	

	係　係員氏名
	係　係員氏名
	


(注意)
１ 届出者が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。
２ 届出者の氏名の欄には、新築等を行う権原を有さない者は記載する必要はありません。
様式第５号（第10条関係）
認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素建築物の新築等を取りやめる旨の申出書
年 　月　 日　
（宛先）金沢市長 
認定建築主の住所又は　　　　　　　　
主たる事務所の所在地　　　　　　　　
認定建築主の氏名又は名称　　　　　　　　
金沢市「都市の低炭素化の促進に関する法律」要綱第10条の規定に基づき、認定
低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素建築物の新築等を取りやめたいので、申し出
ます。
１ 低炭素建築物新築等計画の認定番号
第　　　　　　　
号
２ 低炭素建築物新築等計画の認定年月日
年 　月 　日
３ 認定に係る建築物の位置
４ 認定建築主の氏名
(本欄には記入しないでください。)
	受付欄
	認定番号欄
	決裁欄

	年　 月 　日
	年 　月 　日
	　

	第　　　　号
	第　　　　号
	

	係員氏名
	係員氏名
	


(注意)
１ 認定建築主が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。
２ 認定建築主の氏名の欄には、新築等を行う権原を有さない者は記載する必要はあり
ません。
様式第６号（第11条関係）
認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素建築物の新築等工事が完了した旨の報告書
年　 月　 日　　　
（宛先）金沢市長 
認定建築主の住所又は　　　　　　　　　　　
主たる事務所の所在地　　　　　　　　
認定建築主の氏名又は名称　　　　　　　　
認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素建築物の新築等工事が完了したので報告
　します。
１ 低炭素建築物新築等計画の認定番号
第   
号
２ 低炭素建築物新築等計画の認定年月日
年 　月　 日
３ 認定に係る建築物の位置
４ 計画に従って建築物の新築等工事が行われたことを確認した建築士
( 級)建築士(
)登録第
号
住所
氏名
( 級)建築士事務所( )知事登録第　　　　　号
      名称 所在地 　　　　　　　　　　　　　　　　
５ 当該建築物の新築等工事の請負契約に基づき建築物の新築等工事を実施した施工者
施工者の名称　　 　　　　　　　　　　　　　　
建設業の許可番号　　 　　　　　　　　　　　　　　
主任技術者の氏名
(本欄には記入しないでください。)
	受付欄
	認定番号欄
	決裁欄

	年 　月 　日
	年 　月 　日
	

	第        号
	第         号
	

	係員氏名
	係員氏名
	


(注意)
１ 認定建築主が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。
様式第７号（第12条関係）
認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素建築物の新築等に関する報告書
年 　月　 日　
（宛先）金沢市長 
認定建築主の住所又は　　　　　　　　
主たる事務所の所在地　　　　　　　　
認定建築主の氏名又は名称　　　　　　　　
都市の低炭素化の促進に関する法律第５６条の規定により、報告の求めのあった認
　定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素建築物の新築等の状況について、次のとお
り報告します。
１ 低炭素建築物新築等計画の認定番号
第
号
２ 低炭素建築物新築等計画の認定年月日
年 　月 　日
３ 認定に係る建築物の位置
４ 認定建築主の氏名
５ 報告内容
(本欄には記入しないでください。)
	受付欄
	認定番号欄
	決裁欄

	年 　月 　日
	年　 月 　日
	

	第
号
	第
号
	

	係員氏名
	係員氏名
	


(注意)
１ 認定建築主が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。
様式第８号（第13条関係）
改善命令書
第　　　　　　　号　
 年 　月　 日　
金沢市長　　　　　　　　　　　　　　
下記の申請については、下記の理由により都市の低炭素化の促進に関する法律第57
条の規定により改善に必要な措置を命じます。
記
１ 認定番号
第
号
２ 認定年月日
年　 月　 日
３ 認定計画実施者の氏名
４ 認定に係る建築物の位置
５ 命ずる措置
６ 改善の期限
なお、この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して３か
月以内に金沢市長に対して異議申立てをすることができます。
また、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内(適法な異
議申立てを した場合には、その異議申立てに対する決定があったことを知った日の
翌日から起算して６か月 以内)に金沢市を被告として(訴訟において金沢市を代表す
る者は金沢市長 となりま す。)、処分の取消しの訴えを提起することもできます。
様式第９号（第14条関係）
認定取消通知書
第　　　　号　
 年 　月　 日　
　　金沢市長　　　　　　　　　　　
都市の低炭素化の促進に関する法律第58条の規定に基づき、下記の低炭素建築物
新築等計画の認定を取り消しましたので、通知します。
記
１ 低炭素建築物新築等計画の認定番号

第
号
２ 低炭素建築物新築等計画の認定年月日
年　 月　 日
３ 認定に係る建築物の位置
４ 取消しの理由
なお、この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して３か
　月以内に金沢市長に対して異議申立てをすることができます。
また、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内(適法な異
議申立てを した場合には、その異議申立てに対する決定があったことを知った日の
翌日から起算して６か月以内)に金沢市を被告として(訴訟において金沢市を代表する
者は金沢市長　　　 となります。)、処分の取消しの訴えを提起することもできます。
様式第10号（第15条関係）
証明願
年 　月　 日　
（宛先）金沢市長 
認定建築主の住所又は　　　　　　　　
主たる事務所の所在地　　　　　　　　
認定建築主の氏名又は名称　　　　　　　　
金沢市都市の低炭素化の促進に関する法律に関する要綱第15条第１項の規定に基
づき、下記の建築物は認定した旨が台帳に記載されていることを証明願います。
１ 低炭素建築物新築等計画の認定番号
第
号
２ 低炭素建築物新築等計画の認定年月日
年　 月　 日
３ 認定に係る建築物の位置
４ 認定建築主の氏名又は名称
５ 証明申請する理由
(本欄には記入しないでください。)
	受付欄
	認定番号欄
	決裁欄

	年　 月 　日
	年 　月　 日
	

	第
号
	第
号
	

	係員氏名
	係員氏名
	


(注意)
１ 認定建築主が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。
２ 認定建築主の氏名の欄には、建築又は維持保全を行う権原を有さない者は記載す
る必要はありません。
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